
核医学診断／治療に関する医科診療報酬点数表 

第 2 章 特掲診療料 第 1 部 医学管理等 第１節医学管理料等 

B010 診療情報提供料（Ⅱ） 
 

B010 診療情報提供料（Ⅱ） 500 点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」（令和 6 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 57 号） 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和 6 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 4 号） 

 

告示 通知 

注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保

険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの

要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係

る画像情報その他の別の医療機関において必要な

情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供す

ることを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医

師の助言を得るための支援を行った場合に、患者１

人につき月１回に限り算定する。 

 

(1) 診療情報提供料(Ⅱ)は、診療を担う医師以外の

医師による助言（セカンド・オピニオン）を得るこ

とを推進するものとして、診療を担う医師がセカ

ンド・オピニオンを求める患者又はその家族から

の申し出に基づき、治療計画、検査結果、画像診断

に係る画像情報等、他の医師が当該患者の診療方

針について助言を行うために必要かつ適切な情報

を添付した診療状況を示す文書を患者又はその家

族に提供した場合に算定できるものである。なお、

入院中の患者に対して当該情報を提供した場合で

あっても算定できるものである。 

(2) 診療情報提供料(Ⅱ)は、患者又はその家族から

の申し出に基づき、診療に関する情報を患者に交

付し、当該患者又はその家族が診療を担う医師及

び当該保険医療機関に所属する医師以外の医師に

よる助言を求めるための支援を行うことを評価し

たものであり、医師が別の保険医療機関での診療

の必要性を認め、患者の同意を得て行う「B009」

診療情報提供料(Ⅰ)を算定すべき診療情報の提供

とは明確に区別されるべきものであること。 

(3) 診療情報提供料(Ⅱ)を算定すべき診療情報の提

供に当たっては、患者又はその家族からの希望が

あった旨を診療録に記載する。 

(4) 助言を受けた患者又はその家族の希望について

は、その後の治療計画に十分に反映させるもので

あること。 

 

  


